 （公印省略）
2026年３月24日

　新田地区、神美地区区長　様　　　　　　　　　　　　　　　　　
　豊岡市長　門間 雄司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
指定緊急避難場所の変更について（お知らせ）

　平素は、本市防災行政の推進につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。

現在、新田地区（駄坂区、木内区、大篠岡区）において、瑞峰寺を市の指定緊急避難場所として指定しておりますが、開設・運営を継続することが難しくなったため、2026年3月末をもって指定緊急避難場所の指定を取消し、下記のとおり該当３区の指定緊急避難場所を変更することとなりました。
つきましては、お手を煩わし誠に恐縮ですが、回覧文書を同封しておりますので、区民の皆様にご周知いただきますようよろしくお願いします。

記
１　指定緊急避難場所（避難対象地区）
【駄坂区】
	2026年３月31日まで
	
	2026年４月１日から

	瑞峰寺

神美小学校

神美地区コミュニティセンター

神美台スポーツ公園管理棟
	
	瑞峰寺

神美小学校

神美地区コミュニティセンター

神美台スポーツ公園管理棟


【木内区】
	2026年３月31日まで
	
	2026年４月１日から

	瑞峰寺
	
	瑞峰寺

神美小学校

神美地区コミュニティセンター

神美台スポーツ公園管理棟

JAたじま営農センター


【大篠岡区】
	2026年３月31日まで
	
	2026年４月１日から

	瑞峰寺
	
	瑞峰寺

神美小学校

神美地区コミュニティセンター

神美台スポーツ公園管理棟


（裏面あり）
２　変更理由
　指定緊急避難場所の開設・運営を継続することが難しくなったため、
３　避難する際の留意点
⑴　指定緊急避難場所は、災害時に必ず開設されるものではありません。
　　開設する際は、防災行政無線、ひょうご防災ネット等でお知らせします。

⑵　避難される際には、水・食料や防寒着等の身の回りの携行品をご持参ください（指定緊急避難場所では、物資の提供はありません）
⑶　避難対象地区は、あくまでも目安であり、対象地区以外の方の受入を拒むものではありません。
４　参考
　《指定緊急避難所とは》
　　・切迫した災害の危険から命を守るため一時的に避難する場所
　　　例）夜の大雨に備え、台風等が通り過ぎるまでの一晩を過ごすなど。
・短期的な避難であるため危険が過ぎ去れば閉鎖する。
・避難場所での食料などの配給、寝具、生活用品、衛生物資の提供はないため、
避難する際は、必要なものは必ず避難者自身が持参する。
　《指定避難所とは》

自宅が被災したことにより、自宅での生活が困難になった住民が生活する場所
（神美地区コミュニティセンター、神美小学校、新田小学校体育館等）

【問合せ】豊岡市役所危機管理課　坂本


電話：0796-23-1111








